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第 20 回東区民まつり設営・運営業務仕様書 

 

 本業務は、第 20 回東区民まつり（以下、まつりという。）開催にあたり、次に示す仕様に基づきこれを企画し統括並びに

進行するものである。 

 

1. 業務名      第 20 回東区民まつり設営・運営業務 

 

2. 業務目的  第 20 回東区民まつり開催のため 

 

3. 履行期間  令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 5 月 12 日まで 

 

4. 履行場所  堺市立初芝体育館・野球場 （堺市東区野尻町 221 番地 4） 

（出雲大社大阪分祠、体育館周辺敷地の臨時駐車場及び駐輪場含む） 

 

5. 開催日時  令和 7 年 5 月 11 日（日）午前 10 時から午後 3 時まで（予定） 

 

6. 日  程  設営は、令和 7 年 5 月 9 日（金） 午前 9 時～午後 7 時（厳守） 

              令和 7 年 5 月 10 日（土） 午前 9 時～午後 7 時（厳守） 

① 校区模擬店のテント及び机・椅子に関しては、10 日（土） 正午まで 

② フードドライブの設営については、10 日（土） 正午まで 

③ 体育館内の設営は、10 日（土）正午までに完了すること。 

          撤去は、令和 7 年 5 月 11 日（日） まつり終了後～午後 7 時（厳守） 

                 令和 7 年 5 月 12 日（月） 午前 9 時～午後 5 時（厳守） 

            

7. 業務内容 

   まつりの準備・撤去、並びに当日の開催運営補助。 

   具体的な業務内容は以下のとおりとする。 

   ※ 雨天仕様時（終日降り続くと予想される場合）は、一部仕様を変更して実施する。 

 なお、晴天仕様か雨天仕様かは９日（金）に東区民まつり運営委員会（以下「委員会」）にて決定し、受注 

者に連絡する。（決定時間は午後 5 時～午後 6 時頃） 

 

（１）会場設営について（別紙 1:周辺会場図、別紙 2～7:配置図参照） 

体育館・野球場の出展ブース及び校区模擬店コーナーの設営及び必要機材の配置終了後、各ブース・コーナーに

看板を掲示すること。 

    （看板については当委員会で用意する） 

 

（２）音響装置の設営について 

野球場における音響について、設置、撤去及び移動並びに操作を行うこと。 

CD 音源を流すことができるようにすること。 

      スピーカーは各ブースの妨げにならない場所に設置すること。 
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（３）開会式の設営について 

第 1 体育室（バスケットボール 3ｘ3 コート）にて開会式を開催するため、カーペット（赤）・演壇・椅子等を設営

すること。10 日（土）午後 5 時までに音響リハーサルを実施すること。 

開会式終了後に速やかに緋毛氈・演壇・椅子等を撤去すること。 

 

（４）床養生シート 

 第 1 体育室のうちバスケットボール 3ｘ3 コート分を除く面（1,100 ㎡）及び第 2 体育室（560 ㎡）、 

第 3 体育室（551 ㎡）全面へのシートの設置、撤去を行うこと。 

 ロビーから第 1 体育室及び第 2 体育室に通じる通路へのシートの設置、撤去を行うこと。 

 バスケットボール 3ｘ3 コート分（252 ㎡）へ個別にシートの設置、撤去を行うこと。 

    ※シートは粘り気のないものを使用し、開会式終了後にめくること。 

      ※バスケットボール３x３大会のプログラムにより、再度設置・撤去を行うのでシートは破棄せず、指示に従うこと。 

 初芝体育館 2 階研修室（102 ㎡）へのシートの設置、撤去を行うこと。 

 体育館 2 階通路（階段を除く）へのシートの設置、撤去を行うこと。 

 トレーニング室へのシートの設置、撤去を行うこと 

※トレーニング室入口から駐車場側扉に通じる通路（約 15ｍ） 

※なお、来場者がつまずかないように、テープなどで養生シートを固定すること。 

  また、粘り気がある箇所があった場合は、補修すること。 

  

（５）電気設備工事 

電源の確保（発電機で代替することも可） 

 11 日午前 7 時には使用可能な状態にすること。 

 会場内に設置する野球場・駐車場・体育館内の出展ブースへの電源供給。 

※電柱より引き込む場合は、関西電力への手続き費用、電気料金一切を含む） 

 バスケットボール 3ｘ3 大会の音響用機材へ電源供給すること。 

また、バスケットボール 3ｘ3 大会の音響業者（別業者と委託契約する。）と調整し、電源用ケーブル等必要な

物を用意すること。 

 会場内のテント、駐車場・体育館内の展示ブース等で必要な電源の確保と電源から使用個所までの配線工事。 

※必要電力については、未確定であるが、テント、机、椅子一覧表の備考欄及び各校区出展内容一覧表をもと 

  に算出のこと。 

なお、必要量変更に伴う契約金額の変更は行わない。 

※初芝体育館の電源は一切使用できないため、留意すること。 

 

（６）第 1・第 2 体育室内備品（平均台、マット、トランポリン、防球フェンス等）の移動と復旧作業及びトレーニング室内

のトレーニング機器の移動と復旧作業。 

   ※移動に際しては、初芝体育館職員及び委員会の指示に従うこと） 

 

（７）立看板の作成・設置・撤去（別紙 8－1、8－2:立看板仕様参照） 

 

（８）模擬店のプロパンガスの供給 

初芝野球場内模擬店にプロパンによりガスを供給させること。 

本数については、数量を変更する場合があるので、別紙９の一覧表を参考に、入札価格を提示すること。 
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（９）雨天仕様時の対応について（別紙 2～7、別紙 10 等 参照） 

 屋外のテントについては、一部を移動して設営する。（別紙 7） 

 傘袋（10,000 袋）、傘袋スタンド（6 台・体育館への出入り口）、水拭きモップ（大）（18 本）を用意する。

傘袋については、随時補給すること。 

（※参考:雨天時最多来場者数 21,000 人） 

 1Ｆ及び 2Ｆフロアの乾式及び湿式清掃を行うこと。 

ただし、初芝体育館の清掃道具は使用できないため、持参すること。 

（清掃場所については別紙 10 を参照） 

 

（１０）その他 

① 初芝体育館の床面及びタイルは傷つけないように配慮すること。設置物と床面の間に緩衝材を挟む等細心の注意

を払うこと。また、撤去時、残留物のないように留意し、原状回復すること。 

② 借用機材及び設営関係工事に伴う設営費及び撤去費は受注者の負担とする。 

なお、設営完了後、撤去するまでの機材の維持管理については受注者の責任にて行うものとする。 

③ 会場内については、押しピン・釘・杭等の使用は禁止とし、重石等で安全を確保（特に強風対策）すること。 

撤去時、残留物のないように留意し、原状回復すること。 

④ ごみ置き場には前面にもコンパネ等を設置し、ごみが通路にはみださないようにすること。 

⑤ ごみ箱の素材は自由であるが、段ボールは不可。 

また、まつり終了後にごみ箱に残ったごみは、受注者にてごみ置き場へ移動させること。 

⑥ 天候にかかわらず、体育館玄関及び第 1・第 2 体育室の出入口計 7 か所に泥落とし・吸水マット（3 セット・交換

分含む）置いておくこと。 

また、急に雨が降ってきた時は、傘袋・傘袋スタンド・水拭きモップ（大）・モップ絞り器を至急用意すること。 

⑦ 模擬店の必要器材・必要電力については、品目・数量を変更する場合があるので、別紙9の一覧表を参考に、入

札価格を提示すること。 

⑧ 使用する器材は洗浄等を行い清潔な状態にするとともに、数量が複数の器材については同一機種の器材を用意

すること。 

なお、模擬店の確認により使用器材が不衛生であった場合は受注者にて洗浄を行うこと。 

⑨ まつり当日に器材等（発電機を含む）にトラブルがあった時は、受注者にて対応すること。 

⑩ まつりの撤去作業に際しては、初芝体育館及び野球場等整備（大きなタイヤ痕消し等）、会場内のゴミ拾い等

を含め、原状回復すること。 

⑪ 受注者は資材に関して、極力リサイクルできるものを使用しごみの減量に努力すること。 

⑫ 本仕様書に定めのない事項については、その都度、委員会事務局と受注者双方が協議し定めるものとする。 
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（１２）設営機材その他 （テントの色についてはグループごとで分けること） 

設   営   器   材 数量 単位 備   考 

テント大（3 間×4 間）（白色） 

（アスファルト上にも数張あり） 
12 張 テント、机、椅子一覧表参照 

テント中（2 間×3 間）（白色） 

（アスファルト上にも数張あり） 
12 張 テント、机、椅子一覧表参照 

テント中（2 間×3 間）（カラー） 

（アスファルト上にも数張あり） 
32 張 テント、机、椅子一覧表参照 

テント小（1.5 間×2 間）（白色） 

（アスファルト上にも数張あり） 
11 張 テント、机、椅子一覧表参照 

テント小（1.5 間×2 間）（カラー） 

（アスファルト上にも数張あり） 
13 張 テント、机、椅子一覧表参照 

テント用横幕 7 間 12 枚 テント、机、椅子一覧表参照 

テント用横幕 5 間 5 枚 テント、机、椅子一覧表参照 

テント用横幕 3 間 12 枚 テント、机、椅子一覧表参照 

⾧机（ベニヤ） 1.8ｍ×0.6ｍ 425 本 テント、机、椅子一覧表参照 

テーブルクロス（材質;ビニール） 335 枚 テント、机、椅子一覧表参照 

折りたたみイス 1,330 脚 テント、机、椅子一覧表参照 

パネルボード（1 間） 

（画びょう掲示・吊掛け・貼付荷重に耐えられるもの。 

  高さは標準 2.1ｍ程度。） 

85 枚 

テント、机、椅子一覧表参照。 

パネル転倒防止のためのウェイトを必ずつけるこ

と。 

パネル・ウェイト設置には板床を傷つけないよう

に接地部分にはパンチカーペット等を必ず貼付

すること 

立ちベッド（122×76×112ｃｍ程度） 2 台 
テント、机、椅子一覧表参照。 

マット含む 

ハーフサイズベッド（74×67×86ｃｍ程度） 2 台 
テント、机、椅子一覧表参照。 

マット含む 
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設   営   器   材 数量 単位 備   考 

エアーアーチ（8ｍ用両面文字含む） 

 （文字＝第 20 回東区民まつり） 
1 式 体育館入口前に設置 

音響機材（オペレーター含む） 1 式 野球場にスピーカーを配置 

ワイヤレスマイク 6 本 体育館・野球場に配置 

マイクスタンド ４ 台 体育館・野球場に配置 

カーペット（赤） 必要数  
開会式にて使用する 

18ｍ×5ｍ 

氷 50 貫目 

氷は飲み物缶の冷却用途に適した大きさにす

ること。 

分け方・配置場所については別途指示に従う

こと。 

ポリペール（70ℓ、蓋付き） 10 個 配置場所は別途指示する 

ごみ置き場設置 

（コンパネで大きさ 2.5ｍ×4ｍ×高さ 1.8ｍ） 
1 式 

「一般ごみ」表示含む 

設置場所は配置図参照 

前蓋（高さ 70 ㎝程度）を設置 

ごみ置き場設置 

（コンパネで大きさ 1.5ｍ×4ｍ×高さ 1.8ｍ） 
1 式 

「ビン・缶類」及び「ペットボトル」表示含む 

設置場所は配置図参照 

前蓋（高さ 70 ㎝程度）及びごみ置き場中

央に仕切りを設置し、分別できるようにすること 

会場案内図・模擬店メニュー等看板（自立型看板

（1.8ｍ×0.9ｍ程度）の制作、設置撤去） 
3 枚 

設置場所は別途指示する 

晴天仕様 2 枚、雨天仕様 1 枚 

コーン（重し付） 130 個 配置場所は別途指示する 

コーンバー 127 本 配置場所は別途指示する 

消火用バケツ 10 個 設置場所は別途指示する 

ゴミ箱（「一般ゴミ」、「ビン・缶類」「ペットボトル」の表示

があるもの 3 個を 1 セット） 
42 セット 

ビニール袋予備 400 枚付 

（別紙 2～7 参照） 
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設   営   器   材 数量 単位 備   考 

泥落とし・吸水マット 21 組 
体育館出入口 7 ヵ所に設置 

（1 ヵ所につき 3 組） 

傘袋スタンド 6 台 
体育館出入口 6 ヵ所に設置 

（下記傘袋を随時補給） 

傘袋 10,000 袋 雨天時体育館出入口に設置 

水拭きモップ（大） 18 本 雨天時体育館に配置 

モップ絞り器 6 ヶ 雨天時体育館に配置 

バケツ 10 個 
雨天時の準備段階等における野球場のたまり

水の拭き取りに使用 

三つ折りパーテーション（目隠し用） 4 台 ベビールームに設置 

ペダル式ペールゴミ箱（45ℓサイズ） 4 個 ベビールームに設置 

簡易ベッド（救護用） 1 台 
マット含む 

野球場救護テントに設置 

ホース（20ｍリール） 3 個 駐車場 1・野球場 2 配置 

養生シート 必要数  

第 1 体育室のうちバスケットボール 3ｘ3 コート

分を除く面（1,100 ㎡）及び第 2 体育室

（560 ㎡）、研修室（102 ㎡）体育館 1

階、2階通路、トレーニング室通路 厚さ0.35

ｍｍ以上で、パネル設置、来場者往来に耐

えうるもの 

養生シート※開会式後にめくる 必要数  バスケットボール 3ｘ3 コート分（252 ㎡） 

立看板 30 枚 別紙 8-1、8-2 参照 

演壇（屋外でも使用可能なもの） 1 台 設置場所は別途指示する 

ホワイトボード（ボードマーカー、クリーナー含む） 2 台 設置場所は別途指示する 

ライン引き（石灰含む） 1 台 設置場所は別途指示する 
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設   営   器   材 数量 単位 備   考 

姿見 2 台 設置場所は別途指示する 

ゴールテープ 2 本 設置場所は別途指示する 

朝礼台（階段付き、屋外でも使用可能なもの） 1 台 
W5ｍ×Ｄ5m×H0.6ｍ以上のもの 

設置場所は別途指示する 

携帯電話（ＰＨＳ可） 2 台 ※通話番号は事前に事務局に報告すること。 

消火器 9 本 校区模擬店に各 1 本 

ほうき、ちりとり 10 セット 正面受付に設置 

バケツ、ホース、デッキブラシ 2 セット トイレ清掃用 

ポータブルマイク 1 式 第 3 体育室に設置 

ベルトパーテーション 50 台 第 1 体育室に設置 

ポータブルステージ（W9.6ｍ×D2.4ｍ×H0.6ｍ） 1 式 

第１体育室に設置、場所は別途指示する。 

H2.4ｍ×Ｄ1.2ｍ×Ｈ0.6ｍ程度のものを

組み合わせて設置する。 

階段 1 台 第 1 体育室に設置 

※上記表は晴天仕様の数量であるため、器材によっては雨天仕様の数量と異なるものもあるため注意すること。 

 

（１３）まつりの中止について 

まつりの中止の判断は、委員会が行う。やむを得ずまつりを中止した場合は、下記のとおり対応するものとする。 

 まつりの中止が、受託者の都合に起因する場合 

中止までに要した経費は、全額受託者の負担とし、業務委託料から減額する。 

 まつりの中止が、不可抗力（自然災害・感染症等）に起因する場合 

① 中止までに要した経費は、委員会と受託者が協議の上、金額を決定し負担する。 

② 中止したまつりに係る経費の内、中止によって不要となった経費については、委員会と受託者が協議の上、金額

を決定し、業務委託料から減額する。 

③ 落札決定から契約締結までの期間に要した経費は、委員会は負担しない。 


